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令和７年１２月１５日（月）午前９時２８分 米沢市農業委員会第２９回定例総会をＪＡ山形

おきたま米沢支店第１会議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 小関善隆 委員 

  ２番 我彦正福 委員 

  ３番 山王堂民榮 委員 

  ５番 宮﨑雅文 委員 

  ６番 木村彰博 委員 

  ７番 鈴木和義 委員 

  ８番 樋渡由美 委員 

  ９番 髙山吉典 委員 

 １０番 遠藤伊一 委員 

 １１番 小関敏弘 委員 

 １２番 橋本政美 委員 

 １３番 古畑功一 委員 

 １４番 佐藤利夫 委員 

 １５番 長谷部吉雄 委員 

 １６番 相田市三郎 委員 

 １７番 伊藤俊浩 委員 

 １８番 鈴木晃子 委員 

 １９番 桐澤林右衛門 委員 

 

 欠席通告委員（１名） 

 ４番 佐藤政和 委員 

 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 農業委員以外の出席者（２名） 

  農業振興課 

   主      任   伊 藤 文 昭 

   主      任   遠 藤 貴 史 

 

 

 会議に出席した事務局職員（７名） 

   事 務 局 長   相 田 悦 志 

   事務局長補佐兼農地主査   宮 原   功 

   農 政 振 興 主 査   髙 世   琢 

   主      査   丸 田   淳 

   主      査   瀧 口 圭 史 

   主      任   片 山 紀 子 

   主      任   須 貝 祐 太 
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 会議に付議した事項 

 

１．提出議題 

 

  報第１号   遊休農地に係る農地パトロールの結果報告について 

 

  報第２号   農地法等に係る農地パトロールの結果報告について 

 

  報第３号   非農地証明の報告について 

 

  報第４号   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

  議第１号   農地法第３条の規定による許可申請について 

 

  議第２号   農地法第５条の規定による許可申請について 

 

  議第３号   農用地利用集積等促進計画（案）について 

 

  議第４号   米沢農業振興地域整備計画の変更について 

 

２．その他 

 

  ・米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準の一部改正について 

 

  ・米沢市農業新規参入促進報奨金の支給に関する要項の一部改正について 
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開  会   午前９時２８分 

 

髙世主査    これより第２９回米沢市農業委員会定例総会を開会いたします。 

        初めに、「農業委員会憲章」の唱和を１１番 小関敏弘委員のご発声にて

よろしくお願いいたします。 

       （唱和） 

髙世主査    それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会  長    おはようございます。 

        あいにくの雨が降って、天気予報によるとこれから１２月は春のように暖

かいそうであります。大雪は不作らしいと昔から言われていますが、山には

雪がいっぱい降ってもらいたい。しかし平地にはあまり降ってほしくないな

と思っています。あまり異常気象ではない天候だといいなと思ったところで

す。 

        １１月２６日・２７日と全国農業委員会会長代表者集会がありました。山

形県農業委員会大会で決定した決議文を、県選出の国会議員の方に要請をし

てきました。衆議院の山形選挙区は定員３人ですが、比例で２人の方が就任

し、５人の衆議院議員が誕生しました。議員が多くなったということで声が

届くのではないかと、新しくなった議員の方々が言っておりました。要請活

動の際に、国会議員の考えについても、意見交換をしたということでありま

す。農林水産大臣の鈴木憲和大臣については、意見交換では米の調整の話を

していたようです。石破さんの話もちょっとして、何か後ろから鉄砲を撃つ

ような感じで、ちょっとあれはないなということを言っていたようです。そ

して２７日には、農林水産大臣の大臣室へ表敬訪問し、置賜地区の会長と共

に要請と意見交換をしてきました。 

        ＪＡの追加払いが１月にあるということでしたが、時期も値段についても

検討させてくれということで、決まったら通知するということです。今、市

場価格が下がっていて、３万円を切るような米もあるということで、予想と

しては値段がだんだん下がってくるのではないかなと思っています。来年度

の値段がどのくらい下がるか分かりませんが、暴落しないようにと思ったと

ころでございます。 

        師走ということで、何かとお忙しいと思いますけれども、よろしくお願い

をしたいと思います。 

        以上であります。 

髙世主査    ありがとうございました。 

        それでは、議事に移りますが、総会の議長は米沢市農業委員会会議規則第

４条の規定により会長が務めることになっておりますので、会長に議事の進
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行をお願いいたします。 

議  長    それでは、議事の進行をさせていただきます。 

        本日の出席委員は１８名であります。欠席通告は、４番 佐藤政和委員で

あります。よって、本日開催の米沢市農業委員会第２９回定例総会は成立を

いたしました。 

        今回の議事録署名委員には、５番 宮﨑雅文委員、６番 木村彰博委員を

指名いたします。 

        続いて、審議に入りますが、議案の訂正や議事運営について事務局からあ

りませんか。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    議案の訂正はございません。 

議  長    ないようなので、議事を進めます。 

        初めに、報第１号 遊休農地に係る農地パトロールの結果報告について、

を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第１号 遊休農地に係る農地パトロールの結果報告について。１番の前

年度の意向調査の結果を受けての遊休農地の状況についてですが、対象農地

は、昨年度のパトロール結果を受けて遊休農地対策委員会にて新規の遊休農

地としたものになります。これらの農地の所有者に意向調査を行った結果及

び今年度改めてパトロールを実施した結果について記載しております。 

        遊休農地の解消に向けた活動について、意向調査や非農地判断等の対応を

含めて、遊休農地対策委員会で協議いただきながら対応していきたいと考え

ております。 

        ２番の遊休農地（新規確認分）についてですが、こちらについては今年度

のパトロール結果を基に、遊休農地対策委員会にて新規発生分として確認を

受けたものになります。この対象農地について、現在意向調査を行っており

ます。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第１号 遊休農地に係る農地パトロールの結果報告に

ついて、を終わります。 

        次に、報第２号 農地法等に係る農地パトロールの結果報告について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 
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宮原補佐   （挙手） 

議  長    宮原補佐。 

宮原補佐    報第２号 農地法等に係る農地パトロールの結果報告について、は番号順

に各担当からの報告といたしますので、よろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、順番に報告を願います。なお、意見並びに質問は報告後に一括

してお願いします。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    １、農地法第３条について。パトロールの対象地は計１４件となります。

地名及び土地の表示につきましては、記載のとおりとなります。結果、耕作

状況は、おおむね適正に管理、耕作されておりました。 

        以上、ご報告いたします。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    私からは、２番の農地法第４条・５条について報告いたします。パトロー

ル箇所、事業の状況等については、議案書記載のとおりです。事業完了した

ものについては、転用目的のとおりに事業が行われております。また、未着

工のもの等につきましては、引き続き定期的な状況報告書の提出を促してい

きます。 

        以上でございます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    ３、農用地利用集積計画について。対象地、氏名、代表地番については、

記載のとおりです。全て耕作状況としては耕作されておりました。 

        以上、ご報告です。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第２号 農地法等に係る農地パトロールの結果報告に

ついて、を終わります。 

        次に、報第３号 非農地証明の報告について、を議題といたします。議案

の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第３号 非農地証明の報告について。次のとおり、農地及び採草放牧地

のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号３０号から３２号の計３件で、証明しました地目別の筆数及び地
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積は、田２筆 ６０３．００㎡、畑１筆 １２７．００㎡、合計３筆 ７３

０．００㎡です。 

        受理番号３０号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。田から宅地への転用です。利用

状況は、平成１５年頃から住宅敷地として利用しているものです。 

        受理番号３１号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から雑種地への転用です。利

用状況は、平成１０年頃から住宅敷地として利用しているものです。 

        受理番号３２号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。田から宅地への転用です。利用

状況は、平成１１年頃から住宅敷地として利用しているものです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第３号 非農地証明の報告について、を終わります。 

        次に、報第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を議

題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    報第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について。農地の賃貸

借の合意による解約が成立したと下記のとおり通知がありましたので、委員

会に報告いたします。 

        受理番号１９号から３１号の計１３件となります。申請人及び土地の表示

等については記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田３７

筆 ６１，７４９．００㎡、畑２筆 ６７３．００㎡、合計３９筆 ６２，

４２２．００㎡です。 

        受理番号１９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２３号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 
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        受理番号２４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２５号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、転貸人 ○○○○、

土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。 

        受理番号２６号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号２８号 渡人 ○○○○ 相続人代表 ○○○○、受人 △△△

△、土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。 

        受理番号２９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号３０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号３１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて、を終わります。 

        次に、議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題と

いたします。 

１ ５ 番   （長谷部吉雄委員 挙手） 

議  長    １５番 長谷部委員。 

１ ５ 番    １５番 長谷部です。５７号に自分の議案がありますので、一時退席しま

す。 

       （長谷部吉雄委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号５７号を上程いたします。議案の内容について、

事務局の説明を求めます。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、のうち受理番号

５７号について説明します。下記農地について、農地法第３条第１項の許可

申請がありましたので、その可否を求めるため委員会に付議いたします。 

        申請人及び土地の表示等については記載のとおりです。申請のありました
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筆数及び地積は、田のみ２筆 ３，０３１．００㎡です。 

        受理番号５７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

１ ４ 番   （佐藤利夫委員 挙手） 

議  長    佐藤利夫委員。 

１ ４ 番    １４番 佐藤です。５７号につきまして、調査結果を報告します。所在地

並びに所有者につきましては、ただいま説明のあったとおりです。以前から、

相対で○○さんと長谷部委員の間で賃貸借契約を結んでおりました。そして

今回、その契約を農地法第３条に基づき再締結するという案件です。特に問

題はないかと思いますので、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

        以上です。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号５７号について、意見並びに質問はありま

せんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号５７号について、許可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、

の受理番号５７号は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

       （長谷部吉雄委員 入室） 

議  長    それでは、ただいまの受理番号５７号を除く受理番号４５号から６１号を

上程いたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について。下記農地につい

て、農地法第３条第１項の許可申請がありましたので、その可否を求めるた

め委員会に付議いたします。 

        受理番号５７号を除く４５号から６１号の計１６件です。申請人及び土地

の表示等については記載のとおりとなります。申請のありました筆数及び地

積は、田４８筆 ５５，６５５．００㎡、畑１３筆 ３，８８３．００㎡、

合計６１筆 ５９，５３８．００㎡です。 

        受理番号４５号 渡人 ○○○○ 外２名（○○○○・○○○○）、受人 

△△△△、土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。申請事由は

相手方の要望による売買です。 

        受理番号４６号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に
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つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号４７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号４８号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による贈与です。 

        受理番号４９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号５０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号５１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号５２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号５３号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号５４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号５５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号５６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号５８号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による交換です。 

        受理番号５９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による交換です。 

        受理番号６０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号６１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

７  番   （鈴木和義委員 挙手） 

議  長    ７番。 

７  番    ７番 鈴木です。私から受理番号４５号並びに受理番号６１号の２件につ

いて報告します。 

        初めに、受理番号４５号についてですが、所在地、受人、渡人は議案書の
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とおりとなっています。受人の△△さんが渡人から受けた畑を、今後育苗用

のハウスで利用するということでした。 

        続きまして、受理番号６１号。所在地並びに受人、渡人については議案書

のとおりとなっています。○○、△△さんに電話並びに訪問にて確認しまし

て、現在△△さんの耕作する隣の水田の売買ということで、何も問題ないと

思いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議  長    ４６号について。 

１ ６ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    相田委員。 

１ ６ 番    １６番の相田です。議第１号、受理番号４６号、４７号について調査結果

を報告します。売買による申請であります。所在、地番等は議案書記載のと

おりです。 

        申請地はフルーツ道路のほぼ中間の東側のところであります。この４６号

の案件は、渡人の○○○○さんより２年前から相談されており、受人の△△

△△さんのお父さんにお願いしていた案件であります。今回、息子の△△さ

んが買ってくれることになりました。△△さんは集落営農をしており、また

５０歳と若いので、問題ないと思います。 

        ４７号は、フルーツ道路で分断された農地で、フルーツ道路の西側にあり、

△△△△さんの農地と隣接しており、私がお願いして買っていただいた案件

であります。△△さんも家の周りの農地もきれいに管理しており、問題ない

と思います。 

        ご審議のほどよろしくお願いします。 

議  長    続いて、４８号。 

３  番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    山王堂委員。 

３  番    ３番 山王堂です。受理番号４８号について調査結果を報告します。詳細

は議案書記載のとおりです。贈与による所有権移転の申請です。申請場所は

興譲館高校のテニスコートの南側に位置しています。調査は１２月１日にソ

バ刈りに行ったときに相談を受けまして、現地を見ました。渡人はおじで、

２０年前に△△に移住していまして、おいに贈与したいということです。受

人はソバを作っていて、あとは栗も次々と交種をしていました。新しい栗の

木も見受けられました。まだまだ農業を続けたいということであります。許

可相当と判断しましたので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    続いて、４９号。 

１ ０ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １０番 遠藤委員。 
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１ ０ 番    １０番 遠藤です。私から４９号、５３号、５８号、５９号の４件につい

て調査結果を報告します。 

        最初に４９号から説明します。申請人、土地の表示等の詳細は議案書のと

おりであります。申請地は上郷の○○の東側になります。△△△△さんのお

住まいの南側に○○さんの住宅があります。譲渡人のお父さんが亡くなり、

息子さんが相続された土地、畑を近所の△△△△さんに買ってもらいたいと

いう案件でありまして、問題はないと思います。購入後は、畑作をやりたい

ということでありました。ご審議よろしくお願いいたします。 

        ５３号でありますが、申請人、土地の表示等の詳細は議案書記載のとおり

であります。これは△△△△さんが先ほどの４９号と同じく、今は稲作をし

ている○○さんの農地を購入したいという案件であります。申請地は、○○

の東側に位置しております。△△さんは近所の農地を作付しており、問題は

ないと思います。 

        続いて５８号であります。申請人、土地の表示等の詳細は議案書のとおり

です。５８号と５９号と併せてお話し申し上げますが、５８号が○○○○さ

んから△△△△、５９号が△△△△から○○○○さんとなっておりますが、

○○さんの耕作土地を集約したいというお話がありまして、△△△△と交換

をして所有権の移転をしたいという案件であります。集約化ということで労

働力の最適な条件ということで進んでおる農家でありますので、問題ないと

思っています。あと、この土地の交換については、私も調査しましたが、油

井利明推進委員と共に現場を見ながら調査してきました。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

議  長    続いて、５０号。 

１ ６ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    相田委員。 

１ ６ 番    １６番の相田です。議第１号、受理番号５０号と５２号について調査結果

を報告いたします。賃貸借の申請であります。所在、地番等は議案書記載の

とおりです。申請地は、借人の△△△△さんの牛舎があり、その周りの農地

であります。１１月２６日に訪問して話を聞いてきました。 

        ５０号は、貸人の○○○○さんが今年貸していた人から返され、私に相談

がありましたので、これを△△△△さんにお願いした案件であります。 

        ５２号は、賃貸が１０年たって今年で契約が切れましたので、今回また１

０年間賃貸する申請であります。△△△△さんは集落営農をしており、まだ

４０代で若いので問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

議  長    続いて、５１号。 
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１ ５ 番   （長谷部吉雄委員 挙手） 

議  長    １５番 長谷部委員。 

１ ５ 番    １５番 長谷部です。５１号について調査報告します。詳細は記載のとお

りです。場所は西藤泉の下台の堤防端になります。○○○○さんが高齢のた

め、亡くなる前に処分をしたいということで、新藤広一推進委員のあっせん

がありました。今はやぶになっていて何も耕作できない状態でしたが、△△

△△さんにお願いをして売買をしてもらいました。特に問題はないと思いま

すので、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    続いて、５４号。 

１ ５ 番   （長谷部吉雄委員 挙手） 

議  長    １５番 長谷部委員。 

１ ５ 番    続きまして、５４号、５５号、５６号についてですが、△△△△さんと○

○○○さん、○○○○さん、○○○○さんの契約でしたが、今まで相対でし

ていたため、今度は農地法第３条で賃貸を結びたいという案件です。特に問

題はないと思いますので、ご審議のほうよろしくお願いします。 

        以上です。 

議  長    続いて、６０号。 

９  番   （髙山吉典委員 挙手） 

議  長    ９番 髙山委員。 

９  番    ９番 髙山です。受理番号６０号について説明します。１１月２７日、売

手の○○○○さんとは電話で、買手の△△△△さんとはお会いして調査しま

した。数年前まで△△△△さんが耕作されておりましたが、その後、農地が

返還されました。○○○○さんは農業をされない意向で、農地の売却をご希

望されておりましたので、以前の耕作者である△△△△さんに購入していた

だく運びとなりました。現在は少し荒れている状態にはなっていますが、野

菜を作る予定だということでした。問題ないかと思います。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。 

議  長    それでは、受理番号５７号を除く受理番号４５号から６１号について、意

見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号５７号を除く受理番号４５号から６１号について、許

可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、

受理番号５７号を除く受理番号４５号から６１号は議案書のとおり許可する

ことに決定いたしました。 
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        次に、議第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題と

いたします。議題の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第２号 農地法第５条の規定による許可申請について。次のとおり、農

地法第５条の規定による許可申請がありましたので、その可否を求めるため

委員会に付議します。 

        受理番号２１号から２２号の計２件で、申請がありました地目別の筆数及

び地積は、畑のみ２筆 ８７６．００㎡です。 

        受理番号２１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△ 外１名、土地の表示

と地積につきましては記載のとおりです。転用事由は、一般住宅の建設のた

めです。こちらは１種３種に該当しない小集団の農地の第２種農地です。 

        受理番号２２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。転用事由は、一般住宅の建設のためです。

こちらは集落接続の第１種農地です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について報告を願います。 

        それでは、受理番号２１号から２２号を上程いたします。 

７  番   （鈴木和義委員 挙手） 

議  長    ７番 鈴木委員。 

７  番    ７番 鈴木です。受理番号２１号について報告します。所在地並びに受人、

渡人は議案書のとおりとなっています。現地確認したところ、現在は更地と

いうことで、事前着工等もなく、また担当行政書士にも電話での確認をさせ

ていただき、何も問題ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

議  長    続いて、２２号。 

２  番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ２番 我彦委員。 

２  番    ２番 我彦です。受理番号２２号について調査結果を報告します。所在、

地番、面積は議案書記載のとおりです。申請地は、ひばりが丘幼稚園の南側

になります。１２月３日に渡人の○○○○さん宅に伺ってお話を聞きました。

受人の△△△△さんと○○○○さんは姉妹で、△△△△さんの実家である○

○○○さんの家の脇に土地を借りて住宅と車庫を建てたいということでした。

事前着工もなく問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

        以上です。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号２１号から２２号について、意見並びに質
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問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号２１号から２２号について、許可することに異議あり

ませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、

は議案書のとおり許可することに決定をいたしました。 

        次に、議第３号 農用地利用集積等促進計画（案）について、を議題とい

たします。議題の内容について、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第３号 農用地利用集積等促進計画（案）について。農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画

（案）について意見を聴くため、委員会に付議いたします。 

        受理番号１号から２７号の計２７件です。内訳はいずれも貸借権の設定で

す。申請人及び土地の表示等については記載のとおりです。申請のありまし

た筆数及び地積は、田のみ６６筆 １０２，３７０．００㎡、合計も同様で

す。 

        受理番号１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 
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        受理番号１０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号１９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 

        受理番号２７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と詳細に

つきましては記載のとおりです。本件は貸借権の設定です。 
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        なお、本件については、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

５項の各要件を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から２７号について、議案書のとおり決定するこ

とに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農用地利用集積等促進計画（案）について、

は議案書のとおり決定をいたしました。 

        次に、議第４号 米沢農業振興地域整備計画の変更について、を議題とい

たします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原補佐   （挙手） 

議  長    宮原補佐。 

宮原補佐    議第４号 米沢農業振興地域整備計画の変更については、本日、提出者で

あります米沢市より農業振興課職員の出席がありますので、担当課職員がご

説明を申し上げます。 

遠藤主任   （挙手） 

議  長    遠藤主任。 

遠藤主任    農業振興課の遠藤です。私から議第４号 米沢農業振興地域整備計画の変

更について、受理番号１号及び２号についてご説明申し上げます。 

        初めに、受理番号１号についてご説明申し上げます。本件につきましては、

広幡コミュニティセンターの整備に伴います農用地区域からの除外申請です。

申請地は広幡町沖仲の２筆です。現況地目は宅地で、除外要望面積は３，５

０９．００㎡です。申請地は都市計画区域外、周辺地域の農業関連事業の投

資はございません。また、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の目標

地図におきまして耕作者が位置づけられている土地ではないため、地域計画

の変更は不要です。 

        なお、広幡コミュニティセンターにつきましては既に整備工事が開始され

ておりますが、本件につきましては地域振興上の必要性が高いと認められる

施設に該当するため、開発行為の許可が不要であり、また土地収用法によっ

て収用されるものですので、農地転用の許可も不要であることから、農用地

区域から除外せずに施設を整備することが可能となっております。また、こ

の場合、施設を整備中または整備後に、農用地等及び農用地等とすることが

適当な土地でなくなったとして農用地区域から除外することとされているた

め、今回除外手続を進めるものです。 
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        引き続き、受理番号２号についてご説明申し上げます。受理番号２号につ

きましては、株式会社○○○○からの除外申請となります。申請者は太陽光

発電システム関連の事業を営む者であり、太陽光発電設備の設置、系統用蓄

電設備の設置に伴う農用地区域からの除外申請となります。申請地は万世町

梓山の３筆です。現況地目は原野で、除外要望面積は４，２８６．００㎡で

す。申請地は都市計画区域外、周辺地域の農業関連事業の投資はございませ

ん。また、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の目標地図において耕

作者が位置づけられている土地ではないため、地域計画の変更は不要です。 

        申請地につきましては、登記地目・現況地目ともに原野となっており、雑

草が生い茂っている状況で、農地ではない状況となっております。そのため、

集団的に存在する農地でないこと、また土地改良事業またはそれに準ずる事

業の施行区域内の土地ではないことから、農業振興地域の整備に関する法律

第１０条第３項各号のいずれにも該当せず、農用地等及び農用地等とするこ

とが適当な土地ではないと判断できるため、県が定める変更協議に対する同

意基準を満たしていると考えております。 

        以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明してください。 

        それでは、受理番号１号から２号を上程いたします。 

        初めに、１号。 

１ ４ 番   （佐藤利夫委員 挙手） 

議  長    １４番 佐藤利夫委員。 

１ ４ 番    １４番 佐藤です。ただいまの受理番号１号につきまして説明します。担

当から説明があったとおりで、今現在も整備工事をしているところですので、

皆さんのご協議をよろしくお願いしたいと思います。 

        以上であります。 

議  長    続いて、２号。 

１ ９ 番   （桐澤林右衛門委員 挙手） 

議  長    桐澤委員。 

１ ９ 番    １９番 桐澤です。現地確認をしたところ、周りへの影響もなく、場所は

栄光園の前の場所です。ほかの農地関係者に関しては問題ないと思われます

ので、よろしくご審議のほどお願いします。 

議  長    それでは、ただいまの調査結果の説明について、意見並びに質問はありま

せんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から２号について、意見なしとすることで異議あ

りませんか。 



 

18  

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号１号から２号について、意見がなかった旨を米

沢市長に回答することに決定をいたしました。 

        以上で１の提出議案についての審議は終了いたしました。 

        続いて、２のその他に移ります。 

        その他の１つ目、米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準の一部改正に

ついて、を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めま

す。 

宮原補佐   （挙手） 

議  長    宮原補佐。 

宮原補佐    米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準の一部改正について。米沢市農

業委員会新規就農申請者取扱基準について、下記のとおり改正したいので委

員会に付議いたします。 

        改正理由ですけれども、営農計画書の提出について、現行では経営面積が

３０アール以上の者を対象としていましたが、農地取得に係る審査の徹底を

図るため、耕作を目的として新たに農地を取得しようとする全ての者から営

農計画書等の提出を求めることとするものです。 

        改正内容については、記載のとおりです。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議案書のとおり改正することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準の一部改正に

ついて、は議案書のとおり改正することに決定をいたしました。 

        次に、その他の２つ目、米沢市農業新規参入促進報奨金の支給に関する要

項の一部改正について、を議題といたします。議案の内容について、事務局

の説明を求めます。 

宮原補佐   （挙手） 

議  長    宮原補佐。 

宮原補佐    米沢市農業新規参入促進報奨金の支給に関する要項の一部改正について。

米沢市農業新規参入促進報奨金の支給に関する要項について、下記のとおり

改正したいので委員会に付議いたします。 

        改正理由ですが、新規就農申請者取扱基準の一部改正に伴い、新規参入報

奨金の交付要件に変更がないよう所要の改正を行うものです。 

        改正内容については、記載のとおりとなります。 
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        以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議案書のとおり改正することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、米沢市農業新規参入促進報奨金の支給に関する要項の一

部改正について、は議案書のとおり改正することに決定をいたしました。 

        続いて、皆様から何かご発言等ございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないようですので、２のその他を終了し、以上で本日の第２９回米沢市農

業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

閉  会   午前１０時１２分 
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